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新潟県人と人との絆づくり条例 (案 )

(目 的)

第 1条 この条例は、社会環境が大きく変化する中で社会から孤立しがちな人が増
加し、いじめ、虐待、自殺、孤独死等が大きな社会問題となっている現状に鑑み、

公■人との心の絆をしっかりと紡ぎ直していくため、家庭及び地域社会における
絆づくりに関し、基本理念を定め、県民の家庭及び地域社会における役割並びに

県の責務を明らかにすることにより、もって心豊かに安心して暮らすことのでき
る社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第 2条 家庭及び地域社会における絆づくりは、県民一人一人の家庭及び地域社会
における人と人との触れ合いや助け合いが大切であるという認識の下に、それぞ
れの立場における役割を自覚した自主的かつ主体的な取組を基本としなければな
らない。

(県民の家庭における役割)

第 3条 県民は、家庭において、前条に定める基本理念 (以下 「基本理念」とい
う。)に のっとり、家族の愛情や触れ合いを大切にしながら、互いに助け合い、心
身のよりどころとなる家庭環境をつくるよう努めるものとする。

(県民の地域社会における役割)

第 4条 県民は、地域社会において、基本理念にのっとり、互いに助け合い、支え
合うよう努めるものとする。

(県の責務)

第 5条 県は、基本理念にのっとり、家庭及び地域社会における絆づくりに関する
施策を実施する責務を有する。

2 県は、学校及び保育所等において、子どもの人や地域社会とのかかわりを通じ
た豊かな人間性とたくましく社会を生き抜く力の育成及びそのための保護者への
支援が積紅的に行われるよう努めるものとする。

3 県は、家庭及び地域社会における絆づくりに関する施策の実施に当たっては、
その効果的な実施を図るため市町村、地域住民の福祉の向上を目的とする団体そ
の他の関係団体との連携協力に努めるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。 ′


